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「ＮＣＴＴぷらす+」利用約款 改定のお知らせ 

◆「ＮＣＴＴぷらす+利用約款」の改定 

  2026年5月 18日に改定いたします。新旧対照表の下線部分が改定箇所になります。 

 

● ＮＣＴＴぷらす+利用約款                       2026年 5月 18日改定 

新 旧 

第1条（現行どおり） 

 

第２条（本サービスの内容） 

１．（現行どおり） 

２.（現行どおり） 

３． 以下のお客様は、第2条第1項第1号のサービス（本項第

1 号については、入出金サービス利用および一部の個人登録

情報の変更等を含みます。）を制限させていただきます。 

⑴パスキー認証を利用してログインされない方 

⑵日本国内の居住者でない場合 

⑶その他当社が本サービスの提供に適さないと判断した場合 

 

第３条（現行どおり） 

 

第4条（初回認証） 

１．（現行どおり） 

２． 前項の初回認定時には、パスキー認証の設定、および随時

連絡が取れるお客様ご自身の電子メールアドレス（ただし、

アドレスの種類によってはご利用いただけない場合がありま

す。）を当社所定の方法で登録していただきます。 

 

第5条（本サービスのご利用） 

１．お客様は、本サービスについて、次の各号に掲げる取引の

種類に応じて当該各号に掲げる時点からご利用いただけま

す。 

  ⑴オンライントレード 

   前条第1項の初回認証およびパスキー認証の設定が完了 

した時点 

⑵情報提供サービス 

   前条第1項の初回認証が完了した時点 

  ⑶電子交付サービス 

   当社所定の電子交付サービスの手続きが完了した時点 

 

 

第6条（パスキー認証情報およびパスワード管理） 

１．（現行どおり） 

２．パスキー認証情報（これらを利用するための端末および生

体認証情報等）、ログイン IDおよびパスワード（初期パスワ

ードおよびその後に変更されたパスワードを含みます。）は、

お客様ご自身の責任において厳重に管理するものとし、これ

らの使用はお客様ご本人のみとし、共同の利用および第三者

への貸与または譲渡をすることはできません。 

３．本サービスに関して、パスキー認証を利用したログインの

場合には、当社は確認の義務を負うことなくお客様ご本人に

よるログインとみなして、オンライントレードにおける発注

をお受けし、情報提供サービスのご提供をいたします。 

４．本サービスに関して、ログインID、パスワード、（ただ

し、一定期間一回限り有効なワンタイムパスワードをご利

第1条（省略） 

 

第２条（本サービスの内容） 

１．（省略） 

２．（省略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

第３条（省略） 

 

第4条（初回認証） 

１．（省略） 

２．前項の初回認定時には、随時連絡が取れるお客様ご自身の

電子メールアドレス（ただし、アドレスの種類によっては

ご利用いただけない場合があります。）を当社所定の方法

で登録していただきます。  

 

第5条（本サービスのご利用） 

１．お客様は、本サービスについて、次の各号に掲げる取引の

種類に応じて当該各号に掲げる時点からご利用いただけま

す。 

  ⑴オンライントレード 

   前条第1項の初回認証が完了した時点 

 

⑵情報提供サービス 

   前号に同じ 

  ⑶電子交付サービス 

   当社所定の電子交付サービスの申込み手続きが完了した

時点 

 

第6条（パスワード管理） 

１．（省略） 

２．ログインIDおよびパスワード（初期パスワードおよびその

後に変更されたパスワードを含みます。）は、お客様ご自身

の責任において厳重に管理するものとし、これらの使用は

お客様ご本人のみとし、共同の利用および第三者への貸与

または譲渡をすることはできません。 

 

（新設） 

 

 

 

３．本サービスに関して、ログインID、パスワード、（ただ

し、一定期間一回限り有効なワンタイムパスワードをご利
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新 旧 

用のお客様にあたっては、ログインID、パスワードおよび

当該ワンタイムパスワード）が当社のシステムに登録され

ているものと一致した場合には、当社は確認の義務を負う

ことなくお客様ご本人によるログインとみなして、本サー

ビスを提供いたします。 

５．お客様がログインＩＤおよびパスワードを当社所定の回数

以上誤って使用されたときは、本サービスの取扱いを中止

します。お客様が取引の再開を希望する場合は、当社所定

の手続きによりその旨を届け出ていただきます。 

６．お客様は、ログインIDおよびパスワードを失念または紛失

された場合、当社所定の手続きに従い再発行手続きを行っ

ていただきます。また、パスキー登録の解除が必要となっ

た場合、当社所定の手続に従い利用解除を行っていただく

ことができます。 

 

第7条～第27条（現行どおり） 

 

第28条（免責事項） 

  当社は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害につい

ては、その責を負わないものといたします。ただし、当社

の故意または重大な過失によりお客様に生じた直接の損害

についてはこの限りではありません。 

(1)オンライントレードのご利用に関し、次に掲げる取引に

より生じた損害 

①パスキー認証を利用してログインした際の取引（第三

者によるパスキー認証情報の登録およびそのパスキー

認証の利用も含みます） 

②お客様が入力された取引パスワード等と当社が記録し

ている取引パスワード、および口座番号等の一致を当

社が確認した取引 

 

 

③第三者が取引パスワード等を不正に使用して行った取 

 引 

 

(2)～(10) （現行どおり） 

  

第29条～第32条（現行どおり） 

 

 

附則（2026年5月18日変更） 

 

用のお客様にあたっては、ログインID、パスワードおよび

当該ワンタイムパスワード）が当社のシステムに登録され

ているものと一致した場合には、当社は確認の義務を負う

ことなくお客様ご本人によるログインとみなして、本サー

ビスを提供いたします。 

４．お客様がログインＩＤおよびパスワードを当社所定の回数

以上誤って使用されたときは、本サービスの取扱いを中止しま

す。お客様が取引の再開を希望する場合は、当社所定の手 

続きによりその旨を届け出ていただきます。 

５．お客様は、ログインIDおよびパスワードを失念または紛失

された場合、当社所定の手続きに従い再発行手続きを行っ

ていただきます。 

 

 

 

第7条～第27条（省略） 

 

第28条（免責事項） 

  当社は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害につい

ては、その責を負わないものといたします。ただし、当社

の故意または重大な過失によりお客様に生じた直接の損害

についてはこの限りではありません。 

  (1)オンライントレードのご利用に関し、次に掲げる取引に

より生じた損害 

          （新設） 

 

 

①お客様が入力されたパスワード（ただし、ワンタイムパ

スワードをご利用のお客様にあっては、パスワードおよ

び当該ワンタイムパスワード）と当社が記録しているパ

スワード、ワンタイムパスワードおよび口座番号、ID等

の一致を当社が確認した取引 

②第三者がパスワードまたはワンタイムパスワードを不正

に使用して行った取引 

 

(2)～(10) （省略） 

 

第29条～第32条（省略） 

 

 

附則（2024年4月30日変更） 

 

 


